
世帯
人数

家族構成
非課税相当
収入限度額

１か月
あたり

非課税相当
所得限度額

１か月
あたり

1 単身又は扶養親族なし ９３０，０００円 ７７，５００円 ３８０，０００円 ３１，６００円

2 扶養親族１名 １，３７８，０００円 １１４，８００円 ８２８，０００円 ６９，０００円

3 扶養親族２名 １，６８０，０００円 １４０，０００円 １，１０８，０００円 ９２，３００円

4 扶養親族３名 ２，０９８，０００円 １７４，８００円 １，３８８，０００円 １１５，６００円

5 扶養親族４名 ２，４９９，０００円 ２０８，２００円 １，６６８，０００円 １３９，０００円

6 扶養親族５名 ２，８９９，０００円 ２４１，５００円 １，９４８，０００円 １６２，３００円

２，０４３，９９９円 １７０，３００円 １，３５０，０００円 １１２，５００円

1 単身又は扶養親族なし １，４８０，０００円 １２３，３００円 　　９８０，０００円 ８１，６００円

2 扶養親族１名 １，９２８，０００円 １６０，６００円 １，４７０，６６７円 １２２，５００円

3 扶養親族２名 ２，２０８，０００円 １８４，０００円 １，８４４，００１円 １５３，６００円

4 扶養親族３名 ２，４８８，０００円 ２０７，３００円 ２，２１７，３３４円 １８４，７００円

5 扶養親族４名 ２，７６８，０００円 ２３０，６００円 ２，５９０，６６７円 ２１５，８００円

6 扶養親族５名 ３，０４８，０００円 ２５４，０００円 ２，９６４，０００円 ２４７，０００円

２，４５０，０００円 ２０４，１００円 ２，１６６，６６７円 １８０，５００円

障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合

給与収入の場合 所得の場合
非課税収入(所得)限度額早見表

扶養している親族の状況

【Ｂ】公的年金等のみ

障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合

６５歳以上(1958年1月1日以前生)
非課税相当収入限度額(年金収入金額合計)

家族構成
世帯
人数

６５歳未満(1958年1月2日以降生)


